
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（高倉台他）配水管取替工事 No.4 

 契約変更後の工事概要 
 
            布設(m)：φ50（PE）-456.9m,φ75（PE）-6.0m，φ75(給)-10.7m，φ75-291.7m，φ100-232.1m，

φ150-70.1m，φ200-0.4m 

             撤去(m)：φ50（HIVP）-218.5m, φ75（HIVP）-1.6m，φ75（給）-5.3m，φ75-191.8m，φ100-388.4m，

φ150-176.9m，φ200-254.1m 

 

              

 契約変更の理由 
1.材料、管布設工、管工、仮配管工の変更【増】 

・設計照査の結果及び試掘の結果による現地の地下埋設物状況を考慮した結果、材料、管布設工、

管工及び仮配管工が変更となる。 

 

2.給水管付替工の変更【増】 

・当該地域は敷地境界の擁壁際に止水栓が設置されている戸建て住宅があり、止水栓取替困難箇

所に対して公道止水栓を設置したが、道路管理者との現地立会の結果、既設止水栓が設置され

た箇所については止水栓の撤去を指示されたため、給水管付替工が変更となる。 

  

3.付帯工の変更【増】 

・道路管理者との立会の結果、舗装復旧範囲及び一部舗装構成が変更となる。 

・配水管新設撤去に伴い、建設局へ街路樹移植承認申請した結果、街路樹移植承認書のとおり撤

去、代替新植で施工することとなり、変更となる。 

 

4. 仮設工の変更【増】 

・交通誘導警備員について、所轄警察署と協議した結果、交通誘導警備員の配置人数が変更と

なる。 

（公表様式第６号） 


